
社会福祉法人同仁会個人情報の保護に関する規則
                                        

　（目的）

第１条　この規則は、社会福祉法人同仁会組織及び管理規則（以下「組織及び管理規則」とい

　う。）第３条第１項に規定する施設等及び同規則第11条第１項に規定する法人事務局（以下

　「施設等」という。）が、収集、保有及び利用する個人情報の取扱いに関する基本的事項を

　定めるとともに、個人情報の紛失、漏えい、改ざん等を防ぎ、個人情報の適正な保護に関す

　る社会的責任を果たすことを目的とする。

　（用語の定義）

第２条　この規則において「個人情報」とは、個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏

　名、生年月日等の記述により、特定の個人を識別できるものをいい、他の情報と容易に照合

　でき、それにより特定の個人が識別できるものを含む。

２　この規則において「本人」とは、施設等が保有する個人情報によって識別される特定の個

　人をいう。ただし、本人が児童の場合は、原則として当該児童及びその法定代理人とする。

３　この規則において「役職員」とは、社会福祉法人同仁会定款（以下「定款」という。）第

　５条に規定する評議員、定款第６条第１項に規定する評議員選任・解任委員会委員、定款第

　17条第１項に規定する役員、社会福祉法人同仁会サービス向上委員会設置運営規則第７条に

　規定する第三者委員及び社会福祉法人同仁会就業規則（以下「就業規則」という。）第３条

　第１項に規定する職員（以下「職員」という。）をいう。

　（対象となる情報）

第３条　この規則の対象となる情報は、氏名、性別、生年月日等個人を識別する情報に限ら

　ず、個人の身体、財産、職種、肩書き等の属性に関しての事実、判断、評価など施設等で保

　有するすべての個人情報であり、電子データ、印字データの別を問わない。

　（適用範囲）

第４条　この規則は、役職員（退任又は退職した者を含む。以下同じ。）に対して適用する。

２　ボランティア、実習生等の役職員以外の者に対しては、この規則の趣旨を踏まえた適切な

　取扱いを求める。

３　個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合は、必要かつ適切な監督をし、この規則に

　基づき個人情報の適切な保護を図る。

　（個人情報保護体制）

第５条　社会福祉法人同仁会（以下「法人」という。）としての個人情報の保護に関する取組

　の計画策定及び進行管理は、社会福祉法人同仁会組織及び管理規則（以下「組織及び管理規

　則」という。）第13条第１項に規定する常任役員会（以下「常任役員会」という。）で行

　う。

　（個人情報保護責任者）

第６条　法人として定めた事項を施設等で推進するため、施設等ごとに個人情報保護責任者を

　置く。

２　個人情報保護責任者は、組織及び管理規則第５条第１項に規定する施設長、組織及び管理

　規則第５条第４項に規定するゆうゆう館長及び組織及び管理規則第11条第１項に規定する事

　務長（以下「施設長等」という。）をあてる。

　（個人情報管理者）

第７条　個人情報を適正に管理するため、各施設等に個人情報管理者を置く。

２　個人情報管理者は、個人情報保護責任者が当該施設等の職員の中から指定する。



　（個人情報保護に関する基本方針）

第８条　法人は、個人情報保護に関する基本方針を定め、これを公表する。

　（役職員の服務）

第９条　役職員は、この規則及び関係法令等を遵守しなければならない。退任又は退職後にお

　いても同様とする。

　（個人情報の収集）

第10条　法人は、収集する個人情報の利用目的を明文化し、施設内掲示板、広報誌、ホームペ

　ージ等に掲示し、公表する。

２　個人情報の収集は、利用目的の達成に必要な限度において行う。

３　収集済みの個人情報の利用目的の変更を要する場合は、施設長会議の承認を得て、あらか

　じめ変更後の利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない。

４　第１項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することにともなって契約書その他

　の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載され

　た当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、利用目的を明記した書

　面を交付するなどの方法により、その利用目的を明示しなければならない。

　（個人情報の保管又は保存）

第11条　施設等で保有する個人情報は、個人情報管理台帳（様式第１号）により管理する。

２　施設等で保有する個人情報は、施錠管理、アクセス権の制限等の必要かつ合理的な安全管

　理対策を行う。

３　役職員は、個人情報を法人外に持ち出ししてはならない。ただし、あらかじめ個人情報外

　部持ち出し承認申請書（様式第２号）により、社会福祉法人同仁会理事長（以下「理事長」

　という。）又は施設長等の承認を得ている場合は除く。

　（個人情報の利用）

第12条　個人情報の利用は、あらかじめ公表した利用目的の範囲内で行い、その範囲を超えて

　行ってはならない。ただし、法令の定めに基づく場合は除く。

　（委託先との個人情報取扱いに関する契約締結）

第13条　データ入力等のため個人情報の取扱いを外部業者等に委託しようとする場合は、業務

　委託契約書締結時に、合わせて個人情報取扱いに関する契約書（様式第３号）を締結、又は

　同様の内容を業務委託契約書に規定しなければならない。

　（個人情報の廃棄）

第14条　保存期限を超え又は当初の目的を達成して不要となった個人情報は、すみやかに廃棄

　するものとする。

２　個人情報の廃棄にあたっては、外部漏えい防止のため、印字データについてはシュレッダ

　ー処理、電子データについては復活できない方法で消去しなければならない。

３　個人情報の廃棄を外部業者に委託する場合は、必要に応じて処理作業に立ち会うなど、外

　部業者が確実に廃棄したことを確認しなければならない。

　（個人情報の第三者提供）

第15条　施設等は、第三者に個人情報を提供してはならない。ただし、あらかじめ本人の同意

　がある場合及び法令により許容される場合は除く。

　（本人からの照会対応等）

第16条　個人情報に関する本人からの問い合わせ、情報開示、訂正、利用停止等の請求等の照

　会（以下「本人照会等」という。）の受付は、個人情報管理者が行う。

２　個人情報管理者は、本人から照会等があったときは本人であることを確認のうえ、個人情



　報照会等受付簿（様式第４号）にその照会等の内容を記載し、すみやかに個人情報保護責任

　者に回付しなければならない。

３　個人情報保護責任者は、前項に規定する個人情報照会等受付簿の回付があったときは、遅

　滞なくその対応を決定しなければならない。

４　前項の対応に対し本人から苦情があった場合は、社会福祉法人同仁会サービス向上委員会

　設置運営規則第２条に規定するサービス向上委員会において審議する。

　（研修）

第17条　各個人情報保護責任者は、管下の職員を対象に個人情報管理に関する研修を定期的に

　行わなければならない。ボランティア、実習生等に対しても個人情報管理の必要性について

　の意識換気を図り、適切な取扱いを行うよう指導、監督するものとする。

　（監査）

第18条　監事は、施設等における個人情報管理の適切性について、適宜監査を行うものとす

　る。

２　監事は、監査の結果改善措置が必要と認める場合は、理事長及び当該施設等の個人情報保

　護責任者に通知するものとする。

３　前項の通知を受けた個人情報保護責任者は、改善計画書を作成し、常任役員会の承認を得

　て監事に報告するとともに、その改善に努めなければならない。

　（処分及び損害の求償）

第19条　理事長は、この規則に違反した職員に対して就業規則の規定に基づく懲戒処分を行う

　ものとする。

２　法人は、職員がこの規則に違反したため法人に損害が発生した場合は、当該職員に対しそ

　の損害を求償することができる。

　（委任）

第20条　各個人情報保護責任者は、この規則の施行に関し必要な事項を別に定めることができ

　る。

　　　付　則

　この規則は、平成１７年１１月２６日から施行する。

　　　付　則

　この規則は、平成２１年４月１日から適用する。

　　　付　則

　この規則は、平成２６年１２月１日から適用する。

　　　付　則

　この規則は、平成２９年５月２７日から施行する。

　　　付　則

　この規則は、平成３０年１１月２０日から施行する。

　　　付　則

　この規則は、令和元年６月１５日から適用する。


